
 

６ 地球温暖化対策の強化について 

～京都議定書誕生の地，「環境モデル都市・京都」としての提案～

（総務省・財務省・資源エネルギー庁・環境省）

昨年4月，京都議定書の第一約束期間（2008～2012 年）が開始し，日本

の取組が国際的に評価される時期を迎えています。 

我が国は，期間内の温室効果ガス平均排出量を基準年（1990年）比で6％

削減する目標を掲げていますが，2007 年度の排出量は反対に基準年を約

9.0％上回る状況にあり，ライフスタイル・ワークスタイルの転換など，

国民一人ひとり，事業者が総力を挙げて，一層の取組を進める必要があり

ます。 

京都市は，京都議定書誕生の地として，また「環境モデル都市」として，

市民，事業者と共に，引き続き，全国のモデルとなる取組を進める決意で

すが，地球温暖化対策は，国の強力なリーダーシップの下，国と地方が歩

調を合わせ取り組むべき国家的課題であることはいうまでもありません。

そこで，次のとおり提案・要望します。 

提案事項 

 １ 温室効果ガスの大幅削減を目標とした国内での中長期目標の設定 

２ 中長期目標の達成に向けた取組の推進 

(1) 二酸化炭素の排出量に応じて課税する炭素税（環境税）の創設，

国内排出量取引制度の導入を含めた総合的な法制度の整備 

(2) 深夜化する暮らし方の転換に向けた世論喚起及び意識啓発 

(3) 「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の補助対象となる 

  価格上限額を地域の特別な実情に応じて設定 

    例）景観規制に対応する高額設備が補助対象になるよう設定 

要望事項 

自然エネルギーによる電力の固定価格買取制度の早期実施 

主な要望先：総務省（自治税務局企画課） 財務省（主税局総務課）  
      資源エネルギー庁（省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課，電気・ガス事業

部政策課） 環境省（総合環境政策局環境計画課，地球環境局地球温暖化対策課） 
京都市の担当課：環境政策局 地球温暖化対策室 計画推進担当課長 宇髙文昭 TEL 075-211-9284 

「DO YOU KYOTO？」プロジェクト推進担当課長 上田誠 TEL 075-211-9283 
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中長期目標達成に向けた取組事項 

総合的な法整備 
・ＣＯ２排出量に応じた炭素税（環境税）の創設 
・国内排出量取引制度の導入 

暮らし方の転換に向けた

世論喚起・意識啓発 

中長期目標の設定 

大幅な温室効果ガスの削減 

◆京都議定書の第一約束期間（第一段階の目標期間，2008 年～2012 年）の開始 

◆ＣＯＰ１５の開催（2009 年 12 月） 

我が国の取組が国際的に評価される時期 

2007 年度の国内の温室効果ガス排出量は基準年を約 9.0％上回る状況 

（日本は，第一約束期間の平均排出量を基準年の排出量から 6％削減する目標） 

国，地方を挙げて，低炭素社会構築に向けた地球温暖化対策により一層取り組んで

いく必要があります。 

提案事項 

そこで 

しかしながら 

＜参考＞ 
京都市では，地球温暖化対策に特化した全国初の条例を制定 

当面の目標  ２０１０年までに１９９０年比で約１０％の温室効果ガスを削減 

２００７年  ４．８％の削減（関電係数） 

 （速報値）  １．１％ 〃 （全国係数） 

京都市 
 山紫水明の美しい自然や落ち着いた都市景観が，今も生き続ける世界でも稀有の歴

史都市 
 

② 住宅用太陽光発電の普及促進 

 
 
 
 
 
 
 
 

住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の上限額７０万円／Ｋｗ 
                  （助成額 ７万円/Ｋｗ） 

地域の特別な事情に応じた「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助

金」補助対象となる価格上限額の設定 

標準仕様だと 
７０万円以下／Ｋｗ 

景観対応仕様だと，標準仕

様より価格が高い。 

普及の妨げ 

住宅用太陽光発電システムの設置に当たっては， 
 景観法をはじめとする景観関連の法令及び条例に基づき，地域に応じ

た規制・指導を行っている。 
 例）「屋根材と一体に見えるもの」，「屋根材と一体のもの」， 
   「その色彩が屋根の色彩と調和したものであること」など

補助対象 補助対象外 

提案事項 

要望事項 

自然エネルギーによる電力の固定価格買取制度の早期実施 

住宅用光太陽光発電の一層の普及 

本年 2 月に政府が表明された余剰電力を一定価格で電力 
会社が買い取ることを義務づける制度の早期創設 

（参考） 

京都市の太陽光発電

普及促進事業  

・景観規制区域 

  助成額 8万円/Ｋｗ

・その他の区域 
  助成額 5万円/Ｋｗ


